
議案第３８号  

 

       専 決 処 分 事 項 の 承 認 に つ い て        

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４

年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、別紙のとおり専決

処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年５月２４日提出 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

  



 



                              専決第１３号  

 

            専  決  処  分  書             

 

       令和４年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算        

       （第３号）について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分をする。 

  令和５年３月３１日 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      

  



 



       令和４年度鹿沼市国民健康保険特別会計補正予算        

       （第３号） 

 

令和４年度鹿沼市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 269,701 千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,146,095 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  

  



 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入 (単位：千円)

1 国民健康保険税 1,895,573 35,000 1,930,573

1 国民健康保険税 1,895,573 35,000 1,930,573

5 県支出金 7,254,477 △322,103 6,932,374

2 県補助金 7,229,654 △322,103 6,907,551

7 繰入金 872,663 △10,600 862,063

1 他会計繰入金 713,478 △10,600 702,878

9 諸収入 26,410 28,002 54,412

1 延滞金、加算金及び過料 21,004 7,000 28,004

4 雑入 5,404 21,002 26,406

10,415,796 △269,701 10,146,095

計款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 





　歳　出 (単位：千円)

2 保険給付費 7,093,933 △358,900 6,735,033

1 療養諸費 6,198,153 △323,000 5,875,153

2 高額療養費 855,863 △18,000 837,863

4 出産育児諸費 29,415 △15,900 13,515

5 葬祭諸費 10,000 △2,000 8,000

4 保健事業費 111,646 △19,500 92,146

1 特定健康診査等事業費 111,646 △19,500 92,146

8 予備費 324,469 108,699 433,168

1 予備費 324,469 108,699 433,168

10,415,796 △269,701 10,146,095

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 


